
指定医療機関の表示等 

ベーテルは次の指定医療機関となっています。 

 

・健康保険法と国民健康保険法の指定医療機関 

・生活保護法指定医療機関 

・労災保険指定医療機関 

・指定自立支援法医療機関 

・小児慢性疾患指定医療機関 

・難病指定医療機関 

 

＜特＞ 

・日本てんかん学会研修施設として認定 

＜褒賞＞ 

 ・岩沼市第一回花と緑の街づくりコンクールの企業の部で、三つ花（最優秀

賞）．1996 年 

 ・日本てんかん協会てんかん月間・2004 功労賞．2004 年 

 



＜メンバーシップ＞ 

 ・国際てんかん協会 IBE フレンズ（旧名称、現在は准支部）、1995 年 


